
                  

花巻新渡戸記念館運営協議会 委員名簿 
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                                  （敬称略、五十音順） 
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委 員 堀 合  徳 身 花巻市史談会 会長 

 

 

 

  事務局 
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課   長 佐々木 正 晴  
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上 席 主 査 中 島 明 子 学芸員 

 

 

 

 

 

 



                  

議事（１）  令和元年度事業及び利用状況等について 

 

１．事業報告 

 

展示事業 

特別展・企画展 

（１）「新渡戸稲造名著シリーズⅡ 

『一日一言』～中学校長が贈った卒業記念品『日めくりカレンダー』から～」 

（Ｒ１．５.27 ～ ８．31   97 日間）        4,220 人 

   ・かつて中学校長が生徒たちに卒業記念品として日めくりカレンダーを贈った。このカレンダーか 

らその言葉の出典である「一日一言」（大正４年に実業之日本社から出版され、大正９年には 50版、

昭和元年には 84版というロングセラーの本）を紹介した。 

 

（２）「郷土の偉人 佐藤昌介 ～北海道大学の父～」  

             (Ｒ１．９．７ ～ 11．23     78日間)         3,310人 

   ・佐藤昌介は花巻出身、札幌農学校一期生としてクラークの薫陶を受ける。北海道帝国大学（現北海 

道大学）の初代総長として北大の基礎を築き、また新渡戸稲造に大きな影響を与えた佐藤昌介につ 

いて紹介した。（佐藤昌介顕彰会協力） 

 

（３）花巻市内文化施設共同企画展 「島善鄰(よしちか) ～没後 130 年～」 

                 (Ｒ１．12．7 ～ Ｒ２．１．26  46日間)          748人 

・共同企画展は、平成 22年度から「文化によるまちづくり」を推進する事業の一環として生涯学習 

部が中心となって、各文化施設が同一テーマにて先人・偉人を顕彰する事業を展開してきており、今 

年度は「リンゴの神様」「リンゴの恩人」と称されたリンゴ研究の第一人者・島善鄰を取り上げ、善鄰 

の業績や人となりを紹介した。  （※共同企画展バスツアー、12月 12(木)、１月 9日(木) 開催） 

  ※参考   ○萬鉄五郎記念美術館  阿部芳太郎 

         ○総合文化財センター  ぶどう作りにかけた人々 

        ○花巻市博物館     松川滋安と揆奮場 

        ○高村光太郎記念館   光太郎からの手紙 

 

（４）収蔵資料展「雛人形展」  (Ｒ２．２．11～３.１ 20日間 ※3月 2日から臨時休館)  406人 

   ・当館所蔵の花巻新渡戸家に伝わる雛人形のほか、市内旧家に伝わる花巻人形や市民の方の手作りの 

雛などを展示した。 

 

 

教育・普及事業 

(1) 移動研修 (R１．６．13) 

・公募により参加者を募集し、一般市民 13 人の参加のもと新渡戸氏のルーツを探るためゆかりの地

を訪ねた。 （花巻市 花巻城跡周辺 雄山寺） 

 

(2) 「新渡戸氏を知る無料公開日」を開催 (Ｒ１．５．25)                175人 

  ・当日は無料開放とし、地元の社中の協力のもと「お茶会」を開くとともに、アマチュア講談師・

地伏亭金目氏による「新渡戸教室」を開催した。  

 



                  

（3）開館記念行事「新渡戸フェスティバル～郷土芸能が語る新渡戸氏～」（Ｒ１．10．５）   354人 

・開館記念行事として、地域の文化資産を再認識していただく機会となるように、当日は無料開放 

とした。また、地元の社中の協力のもと「お茶会」を開くとともに、地元の方々や保育園児による神

楽や和太鼓などの公演を行った。 

 

(3) 研修・講演会等 (館長対応分) 

①岩手保護司会研修会で講話 （Ｒ1.７.21 当館） 

②新渡戸稲造会 理事会・総会に出席 （Ｒ１.８.22 盛岡市 岩手県産業会館） 

③講演「花巻と新渡戸家」 （Ｒ１.９.12 矢沢振興センター） 

④矢沢中学校１学年生徒に講話 （Ｒ１.９.12 当館） 

⑤東京・新渡戸文化中学校の修学旅行において講演「新渡戸家の人々」（Ｒ１.10.１ 当館） 

⑥東和シニア大学で講演「新渡戸稲造と花巻」 （Ｒ１.10.９ 東和支所） 

⑦第３回ＩＮＡＺＯサミットに参加 （Ｒ１.10.26～27 十和田市） 

⑧花巻市・十和田市友好都市提携 30 周年記念式典に出席 （Ｒ１.10.26 十和田市民交流プラザ） 

⑨十和田市・花巻市友好都市提携 30周年記念式典に出席 （Ｒ１.11.９ 当館）  

⑩岩手県高等学校長会研修会にて講演「花巻と新渡戸稲造」 （Ｒ１.11.15 グランシェール花巻） 

⑪大町商店会新春のつどいにて講演「昌介と稲造 （Ｒ２.１.12 ホテル花城） 

⑫花巻市観光ボランティア養成講座（花巻観光協会主催）で講演 （Ｒ２.１.19 交流会館） 

⑬湯本寿大学で講演「新渡戸稲造の魅力」 （Ｒ２.１.29 湯本振興センター） 

 

(4) その他   

十和田市との友好都市提携 30 周年記念式典（Ｒ１．11.９） 

・新渡戸氏が縁で結ばれた十和田市との友好都市提携が 30 周年を迎え、小山田久十和田市長を始め、 

十和田市民の皆様が参加し、その記念式典が当館で開催された。十和田市より記念にいただいたタペ 

ストリーを館内に展示。 

 

２．利用状況 

(1) 入館者数 

◎入館者数の推移                                 単位:人   

年度 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

H29 926 1,633 1,510 1,121 1,797 1,426 1,255 1,137 394 487 578 854 13,118 

H30 975 1,419 1,183 934 1,683 1,260 1,484 1,063 478 591 797 948 12,815 

R1 934 1,389 1,354 1,004 1,752 1,187 1,536 974 386 516 505 22 11,559 

                                  

◎入館者の内訳及び前年度比較                         単位:人 

年度 個  人 団  体 
共通券 

免除者 計 
販売分 他館販売 

H30 ３，９９０ ４７７ １，４８１ ４，４２６ ２，４４１ １２，８１５ 

R1 ３，３９４ ４０５ １，３６８ ４，０６４ ２，３２８ １１，５５９ 

                                                   ※前年比 ９０．1％ 



                  

 (２) 入館券引換券（観光クーポン券）による入館者について 

旅行業法に定める「旅行業」「旅行業者代理業」で市と契約を締結した業者について、観光クーポン

券等（入館券引換券）を用いての入館を許し、料金をまとめて後納することができる。 

この方法による場合、業者に入館料金の 10％を手数料として支払う。 

 ・実施時期…平成 28年８月 

 ・実施施設…花巻新渡戸記念館、宮沢賢治記念館、宮沢賢治童話村、花巻市博物館、萬鉄五郎記念美術 

館、高村光太郎記念館、花巻市総合文化財センター、大迫郷土文化保存伝習館、南部杜氏 

伝承館、石鳥谷歴史民俗資料館、石鳥谷農業伝承館の 11 施設 

 ・契約業者…花巻観光協会など９業者 

①一般社団法人 花巻観光協会 ②㈱十和田電鉄観光社(青森県十和田市) ③宮交観光 

サービス㈱（仙台市） ④㈱関東バス旅行社（宇都宮市） ⑤弘南観光開発㈱（弘前市） 

⑥㈱ジェイティービー（東京都品川区） ⑦㈱東日トラベル（仙台市） ⑧東武トップ 

ツアーズ㈱（東京都墨田区） ⑨㈱エイチ・アイ・エス（東京都新宿区） ⑩㈱日本旅 

行（東京都中央区） ⑪㈱ジャルパック（東京都品川区） 

  

観光クーポン券の年度別利用者数（花巻新渡戸記念館）                単位:人 

入館者数 

業者名 
H29 H30 R1 R1 の内訳 

花巻観光協会 1,223 1,091 964 
個人、家族、小グループ   

毎月 最小 １月/49人、最大 6月/127 人 

㈱十和田電鉄観光社    29 41   

宮交観光サービス㈱ 86 8 12 1 団体 2月 

㈱ジェイティービー    115 38 42 最大 11 月/1団体 33 人 

合  計  1,453 1,178 1,018  

※ R1 年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、3/2～3/31まで休館。  

 

（３）アンケートの実施状況               

実施期間  H３１．４．１～R２．３．３１ 

実施方法  アンケート用紙を館内所定の場所に配置し、来館者が任意で記入・回答する。 

回答者数  ２２人 

 

（４）来館者の声（設置ノートへの自由記載）       

 

 

 

 

 

 

 



                  

３．決算について 

 

 (１) 歳入                                                   (単位:千円) 

項   目 Ｒ１年度 Ｈ３０年度 

1．入館料 １，９０６ ２，２１６ 

２．図録販売他 １６５ ７７ 

合    計 ２，０７１ ２，２９３ 

 

 (２) 歳出                                                   (単位:千円) 

項   目 Ｒ１年度 Ｈ３０年度 

 

 

 

管理運営費 

１．職員人件費等 ２，４３９ ２，４６８ 

２．警備、清掃等の委託費 １２，８９１ １２，４１６ 

３．光熱水費・燃料費 ３，０７１ ３，２９６ 

４．消耗品・修繕費・印刷費 ３，９５９ ２，６１３ 

５．旅費・通信運搬費・使用料・ 

  備品 等 

６５９ ６６９ 

小 計 ２３，０１９ ２１，５６２ 

 

 

企画展示 

事業費 

１．展示事業費 ９９８ ３，８３３ 

２．教育普及事業費 ２９ ２９ 

３．その他事業費 ７６ １００ 

４．共通経費 ２２０ ９２ 

小 計 １，３２３ ４，０５４ 

合   計 ２４，３４２ ２５，６１６ 

 

 

４．その他 

(1) 施設維持管理関係     

・空調設備更新工事設計            ７５６千円 

・屋外給水管配管替業務（漏水修理）      ８０３千円 

・身障者トイレ大便器交換           ４７９千円 

・収蔵庫空調機更新業務          １，７６０千円 

・危険木処理業務               ２１５千円 

 

 

 

 

 

 

 



                  

議事（２）  令和２年度事業計画について 

 

 

１．基本方針 

 多くの市民に花巻地域の歴史や文化に触れていただき郷土に対する愛着や誇りを醸成するため、花巻

地域の開発に貢献した新渡戸氏の顕彰と新渡戸家に関わりのあった先人達の業績を紹介します。 

併せて、父祖から受け継がれた資質が結実し、世界平和を希求した国際人･新渡戸稲造の足跡を辿り、

花巻の文化資源の再認識に努めます。さらに、地域に根差した記念館を目指し、住民参加型の事業展開

を目指します。 

  

２．展示事業 

期 間 等 事  業  名 内    容 

Ｒ２年 

６月１日  

～８月 23日 

[特別展Ⅰ] 

「新渡戸稲造とは その１」 

その人物像と功績 

～「追憶集」から～ 

・稲造没後の昭和 11年に出版された「追

憶集」は、73人の追悼文が掲載されて

いる。その追憶集をもとに稲造の人物

像と功績について紹介する。 

９月１日 

～11月 23日 

[特別展Ⅱ] 

「新渡戸稲造とは その２」 

 

 

12 月５日 

～ Ｒ３年 

１月 31日 

[共同企画展] 

「猫塚家」 

・新渡戸家の新田開発を支えた猫塚家を

紹介する。 

Ｒ３年 

２月 15日 

～４月 14日 
[特別展Ⅲ] 

「雛人形展」 

・当館所蔵の雛人形のほか、市内旧家に伝

わる花巻人形などを一堂に会して展示

し、一足早く春の息吹を来館者に感じて

いただく。 

 

 

３．教育・普及事業 

期 間 等 事  業  名 内    容 

Ｒ２年 

６月 

 

移動研修（中止） ・市広報により参加者を公募し、新渡戸氏ゆか

りの地を訪ねる。Ｒ２年度は、十次郎の足跡

として十和田の「幻の穴堰」を予定。 



                  

 

５月 23日(土) 

     

 

新渡戸氏を知る無料開放 

（中止） 

 

・新渡戸稲造という傑出した人物を輩出した新

渡戸家を知ってもらうため、「新渡戸教室」を

開催する。（講演と茶会） 

Ｒ２年 

 10月 10日(土) 

 

開館記念日行事 

「新渡戸フェスティバル」 

（中止） 

・地域に根差した記念館として再認識していた

だけるように無料開放日とし、地元の協力を

得てお茶会を開催する。 

・安野地域で伝承されている神楽、保育園児に

よる神楽(シンガク)と和太鼓の公演を行う。 

通年 出前講座 
・各学校のほか、市内外の各種団体の要望に応

じて講座・講演等を行う。 

 

 

４．その他の事業  

期 間 等 事  業  名 内    容 

 

通年 

 

新渡戸記念館「友の会」会員募集の

推進 

・市民に当記念館の存在と、花巻と新渡

戸氏の関わりを広く周知させることを

目的として、友の会の会員を募集する。 

(R2.7.1現在の会員数 31名) 

 

 

５．令和１年度 入館利用者数の目標について 

 ◎入館利用者数の目標値を 20,000人         

 

    



                  

６．予算について 

(1)歳入                                    （単位：千円） 

項       目 Ｒ２予算額 Ｒ１予算額 比較 

１．入 館 料 ２，２８０ ２，２８０ ０ 

２．雑入（図録販売） １２７ １１２ １５  

合  計 ２，４０７ ２，３９２ １５ 

 

(2)歳出 

項      目 Ｒ２予算額 Ｒ１予算額 比較 

管

理 

運

営

費 

１．人件費等 ２，１２０ ２，５０５    △３８５ 

２．清掃・警備等の委託費 １３，４１６ １３，０４４   ３７２ 

３．光熱水費・燃料費 ３，５２３ ３，２２６ ２９７  

４．消耗品・修繕費・印刷費 ６，１９９ ９６６ ５，２３３ 

５．旅費・通信運搬費・使用料・ 

備品等 
９８６ ９０８   ７８ 

計 ２６，２４４ ２０，６４９   ５，５９５ 

 

企

画

展

示 

１．展示事業費 １，０９５ １，１４４ △４９ 

２．教育普及事業費 ２２ ２２ ０ 

３．その他事業費 １００ １００ ０ 

４．共通経費 １５８ ９１   ６７ 

計 １，３７５ １，３５７ １８ 

整 備 事 業 費  ０ ４３，４１９ △４３，４１９ 

合  計 ２６，２６２ ６５，４２５ △３９，１６３ 

  

７．施設維持関係について 

  ・開館以来３０年目に入り、施設及び設備関係の老朽化がいたるところで進んでいることから、 

限られた予算の中、整備計画に基づき、来館者へのサービスが低下しないように記念館の管理 

運営に努める。 

 

■主な修繕・委託事業（新規） 

・正面入口内側自動ドア装置修繕          ３０８千円 

・サービス道路ブロックプラットホーム修繕   １，２１８千円 

・シアター機器更新              ３，４７６千円 

■主な修繕・委託事業（繰越） 

工期に一定期間を要するほか、入札不調のため 

  ・空調機器及び配管等の更新          ４１,５４４千円 

    

  

 



                  

議事（３）  令和３年度事業計画について 

 

 

１．展示事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施設管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

花巻新渡戸記念館条例 

 

（設置） 

第１条 新渡戸氏及び新田開発等に関する資料（以下「資料」という。）の収集、保存、展示等を

行い、文化の向上に資するため、花巻新渡戸記念館（以下「記念館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

  

名称 位置 

花巻新渡戸記念館 花巻市高松第９地割21番地 

（事業） 

第３条 記念館は、次の事業を行う。 

(１) 資料を収集し、保存し、展示すること。 

(２) 資料の利用に関し必要な説明、指導及び助言を行うこと。 

(３) 資料に関する調査研究を行うこと。 

(４) その他記念館設置の目的を達成するために必要なこと。 

（休館日） 

第４条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、これ

を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。 

(１) 月曜日（休日（国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以

下同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日) 

(２) 12月28日から翌年１月３日まで 

（開館時間） 

第５条 記念館の開館時間は、午前８時30分から午後４時30分までとする。ただし、教育長が特に

必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（入館料） 

第６条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、

市長が特別の理由があると認めるときは、入館した後において市長が定める期日までに納付する

ことができる。 

（入館料の減免） 

第７条 市長は、公益上必要と認めるときは、前条の入館料の全部又は一部を免除することができ

る。 

（入館料の不還付） 

第８条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限

りでない。 

（資料の特別利用） 

第９条 記念館において資料の貸出し、撮影、模写等特別の利用をしようとする者は、花巻市教育

委員会（以下「教育委員会」という。）の許可を受けなければならない。 

（行為の禁止） 

第10条 記念館においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 記念館、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。 

(２) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。 

 



                  

(３) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。 

(４) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(５) その他記念館の管理上支障がある行為をすること。 

２ 教育委員会は、前項の行為を行った者に対し、退去を命ずることができる。 

（運営協議会） 

第11条 記念館の運営に関し必要な事項を協議するため、記念館に花巻新渡戸記念館運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員は、教育委員会が任命する。 

３ 協議会の委員の定数は10人以内とし、任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の花巻新渡戸記念館条例（平成３年花巻市条例第16

号。以下「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞ

れこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入館料の取扱いについては、なお合

併前の条例の例による。 

 附 則（平成28年3月4日条例第10号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

別表（第６条関係） 

１ 単独入館料 

 区分 
入館料 

個人 20人以上の団体(１人につき) 

小学校児童及び中学校・高等学校

生徒 
150円 100円 

一般 300円 250円 

２ 共通入館料 

 対象施設 区分 入館料(１人につき) 

花巻新渡戸記念館 
小学校児童及び

中学校生徒 

２館共通 200円 

３館共通 300円 

宮沢賢治記念館 ４館共通 400円 

高等学校生徒及

び学生 

２館共通 350円 

宮沢賢治童話村賢治の学校 ３館共通 550円 

４館共通 650円 

花巻市博物館  ２館共通 550円 

一般 ３館共通 800円 

 ４館共通 1,000円 



                  

 

花巻新渡戸記念館管理運営規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、花巻新渡戸記念館条例（平成18年花巻市条例第250号。以下「条例」という。）

第12条の規定に基づき、花巻新渡戸記念館（以下「記念館」という。）の管理運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（入館の手続） 

第２条 記念館に入館しようとする者は、入館前に条例第６条に規定する入館料を納付し、花巻新

渡戸記念館入館券（様式第１号）の交付を受けなければならない。 

２ 条例第6条のただし書きの規定により入館後の入館料の納付ができる場合は、次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。 

（１） 旅行業法（昭和27年法律第239号）に規定する登録を受けて旅行業を営む旅行業者又は旅行

代理業者が、市と観光券等の取扱いに関する契約を締結しているとき 

（２） 前号に揚げるもののほか、市長が特に認める場合 

（入館料の免除） 

第３条 条例第７条の規定による入館料の全部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。 

(１) 市（市の機関を含む。）が共催する事業のために入館しようとする場合 

(２) 旅行業又は旅行業代理業を営む者が主催する観光ガイドのための研修等市への誘客に資す

る研修のために入館しようとする場合 

(３) 市の公益に資する取材又は報道のために入館しようとする場合 

(４) 修学旅行その他の団体旅行のために入館しようとする者の引率者、当該旅行の旅客の運送

を行う自動車等の運転手及び添乗する者が当該旅行及び当該旅行の下見を目的として入館し

ようとする場合 

(５) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する市内の学校又は専修学校の児童又は生徒及

び引率する教職員等が教育課程における学習活動及び当該活動の下見を目的として入館しよ

うとする場合 

(６) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受

けた者（身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第１項に規定する保護者が身体障害者手

帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者）及びその介護人が入館しようとす

る場合 

(７) 都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項に規定する指定都

市の長から療育手帳（児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定さ

れた者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをい

う。）の交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合 

(８) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の規定により精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合 

(９) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けた者及びその介護人が入館しようとする場合 

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

４条第１項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令に定

めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者及びその介護人が入

館しようとする場合 



                  

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認める場合 

２ 条例第７条の規定による入館料の一部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当

該免除の額は、入館料の５割の範囲内で市長が定める額とする。 

(１) 市が後援する事業のために入館しようとする場合 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認める場合 

３ 前２項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、花巻新渡戸記念館入館

料免除申請書（様式第２号。以下次項において「免除申請書」という。）を市長に提出し、その

承認を得なければならない。ただし、第１項第11号及び前項第２号の規定により免除を受けよう

とする場合であって市長が別に定める書面を提示するときにあってはこの限りでない。 

４ 前項の規定にかかわらず、第１項第６号から第10号までの規定により免除を受けようとする場

合にあっては、身体障害者手帳その他障害の程度が確認できるものの提示をもって、免除申請書

を提出したものとみなす。 

（入館料の還付） 

第４条 条例第８条ただし書の規定による入館料の還付は、次の各号に定める理由に該当するもの

について、当該各号に定めるところによるものとする。 

(１) 災害その他入館料を納付した者の責めに帰すことのできない理由により観覧ができなくな

ったとき 全額 

(２) その他市長が特別の理由があると認めるとき 全額又は100分の50 

２ 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は、花巻新渡戸記念館入館料還付申請書（様

式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（資料の特別利用許可の申請等） 

第５条 条例第９条の規定により許可を受けようとする者は、記念館資料貸出許可（変更）申請書

（様式第４号）又は記念館資料特別利用許可（変更）申請書（様式第５号）を館長に提出しなけ

ればならない。 

２ 館長は、前項の規定による申請を適当と認め、利用を許可するときは、記念館資料貸出（変更）

許可書（様式第６号）又は記念館資料特別利用（変更）許可書（様式第７号）を交付するものと

する。 

３ 資料の貸出しを受けた者が当該資料を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに記念館

資料汚損（損傷、亡失）報告書（様式第８号）を館長に提出し、その指示を受けなければならな

い。 

（汚損等の届出） 

第６条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに館長に届け出なけれ

ばならない。 

（運営協議会の所掌） 

第７条 条例第11条の規定による花巻新渡戸記念館運営協議会（以下「協議会」という。）は、館

長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議する。 

(１) 記念館運営の基本的方針及び計画策定に関すること。 

(２) 資料展示の企画及び実施に関すること。 

(３) その他記念館運営上重要と認められること。 

（会長） 

第８条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理



                  

する。 

（会議） 

第９条 協議会は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の花巻新渡戸記念館規則（平成３年花巻市規則第20

号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

附 則（平成25年10月10日教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年3月25日教委規則第４号） 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

 

 


